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介護医療院 施設サービス重要事項説明書 
 

１ 介護医療院サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 医療法人社団 京愛会 

代 表 者 氏 名  田畑 陽一郎 

本 社 所 在 地 栃木県那須塩原市高砂町３番５号 

電 話 番 号 ０２８７－６２－０９６１ 

 

２ 入所者に対してのサービス提供を実施する施設について 

(1) 施設の所在地等 

施 設 名 称 黒磯病院介護医療院 

施 設 長 名 小林 進 

介 護 保 険 

事 業 所 番 号 
０９Ｂ１３０００２６ 

施 設 所 在 地 栃木県那須塩原市高砂町３番５号 

電 話 番 号 ０２８７－６２－０９６１ 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

介護医療院の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に

関する事項を定め、介護医療院の円滑な運営管理を図るとともに、入所

者の意思及び人格を尊重し、入所者の立場に立った適切な介護医療院

サービスを提供することを目的とする。 

運 営 の 方 針 

施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行

うことにより、入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目

指すものとする。 

 

(3) 施設概要 

建 物 の 構 造 鉄筋コンクリート造 

延 べ 床 面 積 ７８６．２２㎡ 

入 所 定 員 ３３名 

 

＜主な設備等＞ 

居  室  数 ２人部屋１室 ３人部屋１室 ４人部屋７室 

食 堂 兼 娯 楽 室 １室 

機 能 訓 練 室 １室 

浴 室 一般浴槽 特殊機械浴槽 

併 設 事 業 所 （介護予防）短期入所療養介護   

 



３ 職員体制 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管 理 者 

1 従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の

管理を一元的に行います。 

2 従業者に、法令等において規定されている遵守す

べき事項において指揮命令を行います。 

常勤 １名 

医 師 
入所者に対して、健康管理及び療養上の指導を行いま

す。 
常勤換算３名以上 

介護支援専門員 
適切なサービスが提供されるよう施設介護計画を作成

します。 
常勤 １名 

看 護 職 員 
医師の診療補助及び医師の指示を受けて入所者の看

護、施設の保健衛生業務を行います。 
常勤 ６名以上 

介 護 職 員 入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。 常勤 ９名以上 

管 理 栄 養 士 
食事の献立、栄養計算等入所者に対する栄養指導等を

行います。 
常勤 １名以上 

薬 剤 師 
医師の指示に基づき、調剤、薬剤管理及び服薬指導を

行います。 
常勤 １名以上 

理 学 療 法 士 

作 業 療 法 士 

言 語 聴 覚 士 

リハビリテーションプログラムを作成し、運動療法、

日常生活動作訓練、物理的療法等の訓練を実施するほ

か療養指導を行います。 

当該施設の実情に

応じた適当数 

 

４ 提供するサービスの内容及び費用について 

(１) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

施設サービス計画の作成 

1 介護支援専門員が、入所者の心身の状態や、生活状況の把

握（アセスメント）を行い、入所者及びその家族の生活に

対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき

課題、援助の目標、サービス内容、サービスを提供する上

での留意事項等を記載した施設サービス計画を作成しま

す。 

2 作成した施設サービス計画の内容について、入所者又はそ

の家族に対して、説明し文書により同意を得ます。 

3 施設サービス計画を作成した際には、入所者に交付しま

す。 

4 計画作成後においても、施設サービス計画の実施状況の把

握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行います。  

食 事 

1 栄養士（管理栄養士）の立てる献立により、栄養並びに入

所者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

2 可能な限り離床して食堂で食事をとることを支援します。 

看護及び医学的管理の下にお

ける介護 

入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者

の病状及び心身の状況に応じた介護を行います。 



入 浴 

1 入浴又は清拭を週２回以上行います。 

  入所者の体調等により、当日入浴ができなかった場合は、

清拭にて対応します。 

2 寝たきりの状態であっても、特殊機械浴槽を使用して入浴

することができます。 

排せつ 
排せつの自立を促すため、入所者の身体能力を利用した援助

を行います。 

機能訓練 
入所者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機

能の回復、又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

栄養管理 

栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むこ

とができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を行いま

す。 

口腔衛生の管理 

入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営む

ことができるよう、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理

を計画的に行います。 

健康管理 医師や看護職員が健康管理を行います。 

その他自立への支援 

1 寝たきり防止のため、入所者の身体状況を考慮しながら、

可能な限り離床に配慮します。 

2 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよ

う援助を行います。 

 

(２) 利用料金 

 ① 食費・居住費 

入所者 

負担段階 

居住費（滞在費） 食費 合計 

負担限度額 負担限度額 入所者負担額 

第１段階 0円／日 300円／日 300円／日 

第２段階 430円／日 390円／日 820円／日 

第３段階① 430円／日 650円／日 1,080円／日 

第３段階② 430円／日 1,360円／日 1,790円／日 

第４段階 600円／日 1,750円／日 2,350円／日 

 ※ 食費・居住費については、介護保険負担限度額認定書の交付を受けた方は、当該認定

書に記載されている負担限度額（上記表に掲げる額）となります。 

  

② 基本料金 

Ⅰ型介護医療院サービス費 

区分・要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1割負担 2割負担 3割負担 

(Ⅰ) ⅱ 

要介護１ 833 8,330 円 833 円 1,666 円 2,499 円 

要介護２ 943 9,430 円 943 円 1,886 円 2,829 円 

要介護３ 1,182 11,820 円 1,182 円 2,364 円 3,546 円 

要介護４ 1,283 12,830 円 1,283 円 2,566 円 3,849 円 

要介護５ 1,375 13,750 円 1,375 円 2,750 円 4,125 円 



（３）加算料金 

加算項目 
基本

単位 
利用料 

利用者負担 
算定回数等 

1割負担 2割負担 3割負担 

感染対策指導管理 6 60円 6円 12円 18円 １日につき 

褥瘡対策指導管理 6 60円 6円 12円 18円 １日につき 

夜間勤務等看護(Ⅳ) 7 70円 7円 14円 21円 １日につき 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ） 6 60円 6円 12円 18円 １日につき 

初期加算 30 300円 30円 60円 90円 
１日につき 

入所日から 30 日以内 

退所時情報提供加算(Ⅰ) 500 5,000円 500円 1,000円 1,500円 １人につき１回を限度 

退所時情報提供加算(Ⅱ) 250 2,500円 250円 500円 750円 １人につき１回を限度 

療養食加算 6 60円 6円 12円 18円 １日につき３回を限度 

協力医療機関連携加算 50 500円 50円 100円 150円 １月につき１回 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 

所定

単位

数の

36

/1000 

左記の単位数 

×地域区分 
左記の 1割 左記の 2割 左記の 3割 

基本サービス費

に各種加算減算

を加えた総単位

数（所定単位

数） 

※1 療養食加算は、疾病治療のため医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓

病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常食、痛風食及び特別な場合の検査食を提

供した場合に算定します。 

※2 サービス提供体制強化加算は、当施設が厚生労働大臣の定める基準に適合しているもの

として届出し、入所者に対して介護保険施設サービスを行った場合に算定します。 

※3 介護職員処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するための賃金改善や資質の向上等

の取り組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員処遇改善加算は、区分支給

限度基準額の対象外となります。 

※4 協力医療機関連携加算は、協力医療機関(※5)との間で、入所者等の同意を得て、当該

入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に算定します。 

※5 協力医療機関 

病 院 名 称 医療法人社団京愛会 黒磯病院 

病 院 所 在 地 栃木県那須塩原市高砂町３番５号 

電 話 番 号 ０２８７－６２－０９６１ 

 

(４) その他の料金 

 項目 内容 利用料金 

１ 教養娯楽費 
レクリエーション活動参加費としての材

料費等 
実費相当額 

２ 理美容代 理容・美容サービス料 2,000円／回 

３ 日常生活品 (株)エランに委託 ※別紙参照 



５ 利用料の支払い方法について 

・ 毎月月末に締めて、翌月の 10 日に請求書を発行しますので、当月以内にお支払い下さい。 

・ お支払方法は、1階窓口まで現金での支払いをお願いします。 

※入院費のお支払い  午前 9：00～12：30  午後 2時 30分～5：00 

・ 口座振込を希望される方は、契約時にお伝え下さい。 

 

６ 入退所及び施設の利用に当たっての留意事項 

(1) 入所対象者は、要介護度１以上の方となります。 

(2) 入所時に要介護認定を受けている方であっても、入所後に要介護認定者でなくなった 

場合は、退所していただくことになります。 

(3) 退所に際しては、入所者及びその家族の希望、退去後の生活環境や介護の連続性に配慮 

し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保険医療、福祉サービス

提供者と密接な連携に努めます。 

 (4) 

来 訪 ・ 面 会 
来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届け出てくださ

い。来訪者が宿泊される場合には必ず許可を得てください。 

外 出 ・ 外 泊 
外出・外泊の際には必ず行き先と帰宅日時を職員に申し出て下さ

い。※体の状態により困難な場合もあるため要相談 

病室・設備・器具の利用  

施設内の病室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただ

く場合があります。 

喫 煙 ・ 飲 酒 

施設内及び敷地内全面禁煙となっております。健康増進法第 25条

の受動喫煙防止に、ご理解・ご協力お願いします。 

飲酒は固くお断りします。 

迷 惑 行 為 等 

騒音等他の入院患者の迷惑になる行為はご遠慮ください。また、や

みくもに他の入院患者の病室に立ち入らないようにしてくださ

い。 

宗教活動・政治活動 
施設内での他の入院患者に対する執拗な宗教活動及び政治活動は

ご遠慮ください。 

動 物 飼 育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

７ 衛生管理等について 

(1)  入所者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理 

に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

(2) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、

指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

(3) 施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

 ① 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会を毎月開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

  ② 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③ 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の

予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。 

  ④ ①から③までのほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の

対処等に関する手順に沿った対応を行います。 



８ 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続

計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

９ 緊急時等における対応方法 

 (1) 施設において、サービス提供を行っている際に入所者の病状の急変が生じた場合は、速

やかに管理医師へ連絡し必要な措置を講じます。 

 (2) 入所者の病状からみて、当施設において自ら必要な医療を提供することが困難な場合に

は、協力医療機関その他適当な医療機関への入院のため措置、又は他の医師の対診を求

める等診療について適切な措置を講じます。 

   

１０ 事故発生時の対応方法について 

 (1) 事故が発生した場合の対応について、報告等の方法を定めた事故発生防止のための指針

を整備します。 

 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告

し、その分析を通じた改善策についての研修を従業者に対し定期的に行います。 

 (3) 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。 

 (4) 上記(1)～(3)の措置を適切に実施するための担当者を配置しています。 

 (5) 施設は、介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、すみやかにご利用者の

ご家族・ご利用者の後見人又は身元引受人等の関係者に連絡・報告を行うとともに、ご

利用者の生命の安全の確保を最優先にした対応を講じます。 

 (6) 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

 (7) 施設は、サービス提供によりご利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、天災地異等不

可抗力による場合を除き、速やかに誠意を持って損害賠償を行います。但し、当該事故の発

生につき、施設に故意過失がない場合はこの限りではありません。また、ご利用者に重過失

がある場合は、損害賠償の額を減じることができます。 

 (8) 当院は、万一の事故の発生に備えて、「施設賠償責任保険」に加入しています。 

 

１１ 非常災害対策 

 (1)  当施設に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り

組みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）: 事務長  

 (2)  非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定期的に従業員に周知します。 

 (3)  定期的に避難、救出、その他必要な訓練（夜間想定訓練を含む。）を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回  ６月・ １２月） 

(4) (3)の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 



１２ 虐待の防止について 

事業者は、入所者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者: 介護支援専門員  

(2) 成年後見制度の利用を支援します。 

(3) 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入所

者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

(4) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図っています。 

(5) 虐待防止のための指針の整備をしています。 

(6) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

(7) サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報します。 

 

１３ 身体的拘束について 

事業者は、原則として入所者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のお

それがある場合など、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考え

られるときは、入所者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要

最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、

経過観察や検討内容を記録し、５年間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

(1) 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、入所者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

(2) 非代替性････身体拘束以外に、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。 

(3) 一時性･･････入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１４ サービス提供の記録 

(1)  介護医療院サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録を行

うこととし、その記録はサービス提供の日から５年間保存します。 

(2)  入所者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。（複写物の請求を行う場合は、有料です。） 

(3)  入居に際して入居年月日及び事業所名称を、退居に際して退居年月日を介護保険被保

険者証に記載いたします。 

 

 

 

 



１５ 相談窓口及び苦情対応について 

★ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当施設のご利用 

ご利用時間  午前 8時 45分 ～ 午後 17:15分 

ご利用方法  電 話 0287-62-0961 

       ご意見箱設置 3階ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ 

        窓口受付担当者 介護支援専門員 看護主任 

★ 苦情処理体制及び手順 

（1）担当者は速やかに申出人と連絡をとり、事情を聞き、苦情内容の詳細を確認する。当事者がい

る場合には、当事者にも事実確認をする。 

（2）担当者は管理者に内容を報告し、担当者を含む職員を招集し、苦情処理に向けた検討会議を実

施する。 

（3）検討会議の結果をもとに、担当者は翌日までに具体的な対応を指示する 

（4）担当者は申出人に検討結果を説明する。 

（5）担当者は苦情内容及び処理結果を記録し、再発防止に努めるよう全職員に周知徹底すると共に

管理者に報告する。 

★ 公共機関においても次の機関において苦情申出ができます。 

那須塩原市役所保健福祉部 

高齢福祉課 

所在地  栃木県那須塩原市共墾社 108番地 2 

電話番号 0287-62-7137 

開庁時間 月曜から金曜 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

栃木県国民健康保険団体連合会 

介護福祉課 

所在地  栃木県宇都宮市本町 3番 9号 

     栃木県本町合同ビル 6階 

電話番号 028-643-5400 

  



１６ 秘密の保持と個人情報の保護及び利用目的について 

⑴ 入所者及びその家族に関する秘密

の保持について 

①事業者は、入所者又はその家族の個人情報につい

て「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵

守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」

という。）は、サービス提供をする上で知り得た

入所者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第

三者に漏らしません。 

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供

契約が終了した後においても継続します。 

④事業者は、従業者に、業務上知り得た入所者又は

その家族の秘密を保持させるため、従業者である

期間及び従業者でなくなった後においても、その

秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の

内容とします。  

⑵ 個人情報の保護について 

①事業者は、入所者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において、入所者の個

人情報を用いません。また、入所者の家族の個人

情報についても、予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で入所者の家族の個人情

報を用いません。 

②事業者は、入所者又はその家族に関する個人情報

が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記

録を含む。）については、善良な管理者の注意を

もって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 

③事業者が管理する情報については、入所者の求め

に応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加または削除を求められた場

合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示

に際して複写料などが必要な場合は入所者の負

担となります。)  

⑶ 個人情報の利用目的と範囲 

①介護サービスの提供 

②介護給付費等の保険請求事務 

③厚生労働省や都道府県等関係行政機関等による

法令に基づく照会・届出・調査・データ提供・検

査・実施・指導等 

④当施設が行う管理運営業務のうち、「会計、経理」・

「入退所管理」・「事故の報告」等 

⑤他の医療機関、介護施設等（病院、診療所、薬局、

訪問介護ステーション、介護サービス事業者等）

との連携 

⑥他の医療機関、介護施設等からの照会への回答 

⑦協力医療機関と連携体制を構築するため、病歴等

の情報を共有する定期的な会議 

⑧検体検査業務の委託、その他の業務委託 

⑨ご家族等への状況説明 



⑩予防接種等のご案内 

⑪損害賠償責任保険等に係る、専門の団体、保険会

社等への相談又は届出等 

⑫当施設が行う管理運営業務のうち「医療・介護

サービスや業務の維持改善のための基礎資料」、

「看護学生等の実習」「当施設内において行われ

る事例検討」 

 

黒磯病院介護医療院サービス開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な

事項及び個人情報の保護及び利用目的と範囲について説明しました。 

 

令和  年  月  日 

 

＜事業者＞      事業者名      医療法人社団 京愛会 黒磯病院       

 

代表者名     理事長  田畑 陽一郎       印 

 

＜説明者＞      所  属     黒磯病院 介護医療院          

 

氏  名                      印 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から介護医療院サービスについて重要な事項及び個人情

報の保護及び利用目的と範囲について説明を受け同意しました。 

 

＜利用者＞  

氏 名                      印  

 

＜家族等＞       （利用者とのご関係）               

 

氏 名                      印  


